
岩手県告示第 57号 

 森林法（昭和 26年法律第 249 号）第 29条の規定により、次のとおり保安林の指定をする予定である旨農林水産大臣から通知が

あった。 

  平成 20 年２月１日 

                                            岩手県知事 達 増 拓 也  

１ 保安林予定森林の所在場所 奥州市衣川区長板沢６の１，６の４、67、雲南田向 78の１、78の６、79の１、81の１、82の１、

85の１、86の１、88の１、88の２、88の５、窪田 68の１、68の３、70、72、74、75の１、75の２、76、102、108、110 の１

から 110 の４まで、111の１、112、113 の１、114 の１、115 の１、117の１、118、119 の１、桧山沢山 50の 48、遠野市上郷町

佐比内 13地割 20の３、遠野町 32地割 105 の 73、綾織町新里 31地割１の３、１の 58、１の 60、１の 62、１の 65、青笹町青笹

34地割 100 の１、100 の３、170 の１、170の３、170の４ 

２ 指定の目的 水源のかん養 

３ 指定施業要件 

(１) 立木の伐採の方法 

  ア 主伐にかかる伐採種は、定めない。 

  イ 主伐として伐採することができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上 

   のものとする。 

  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

 (２) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 

備考 「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岩手県農林水産部森林保全課及び関係市役所に備えておいて縦覧に供する。 
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